
住宅改造費助成事業
（特別型）
利用のご案内

  住宅改造費助成事業（特別型）は、高齢者等が生涯にわたって自宅で生活をするにあたり、
介護保険制度の住宅改修費（20万円）だけでは、本人の身体状況に対応する十分な工事がで
きない場合に、20万円を超える工事に係る経費に対して助成する事業です。 
　住宅改造の助成対象限度額は最高で80万円で、住宅改修費20万円と合わせて100万円です。
　申請の受付は11月末まで（予算がなくなるとその時点で終了）、工事完了届の受付は２月
末までです。 
　ここでは、制度利用の手続き及び制度内容についての概要を案内しています。なお、この
ご案内は、本市の考え方をお知らせするもので、他の市町と取り扱いが異なる場合もありま
す。より詳細な内容については、市役所介護保険課（０７２－７４０－１１４９）までお問
い合わせください。 

◆対象となる世帯

住宅改造費助成事業の対象となる世帯は、以下の４つの条件をすべて備えている場合と
なります。また、申請にあたっては、２ページ記載の「◆留意事項」をお読みください。

①現に川西市に居住する世帯で、川西市に住民登録していること。（原則として、公営
住宅に居住する世帯を除く）
②介護保険の要支援認定又は要介護認定を受けた被保険者のいる世帯であること。
③介護保険の住宅改修の支給を一度も受けていない被保険者のいる世帯であること。
④生計中心者（※１）の前年分の合計所得金額が以下の世帯であること。
　（４月～６月申請の際には、前々年分の所得で判断します。）
　・給与収入のみの場合　　　：約800万円（収入）（所得で600万円まで）
　・給与以外の収入のみの場合：　600万円（所得）

　　　　

 
※１　生計中心者とは･･･ 
  　　原則として、対象者の属する住民票に記載のある世帯構成員または、同一家屋に
　　居住する住民のうち、もっとも所得のある方を指します。 
　　また、同一家屋に居住していない配偶者又は子でも、対象者を所得税法や地方税法
　　に規定する控除対象配偶者又は扶養親族としている場合は、当該配偶者又は子も世
　　帯構成員とみなして生計中心者を認定します。 
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◆留意事項

①世帯ではじめての住宅改造助成事業の利用であること 
　当該事業は、一世帯（住宅）につき「特別型」、「一般型」のどちらか一度しか利用で
　きません。 
 
②介護保険の住宅改修をはじめておこなおうとする際に、一体的に申請すること
　当該事業は初回の介護保険住宅改修と一体的に実施し、それを超える部分を補助するも
　のです。従って、対象者が以前に住宅改修費の支給を受けている場合は、住宅改造費助
　成事業の対象となりませんのでご注意ください。ただし、対象者の身体状況が著しく変
　わり、介護度が大きく変化した場合は、再申請が可能となる場合もございますので、ケ
　アマネジャーにご相談ください。

③助成決定の時点で有効な要介護・要支援認定を取得していること
　当該事業は助成の必須要件として「要支援認定又は要介護認定の取得」があげられます。
　非該当の結果判定により、多額の自己負担の発生を防ぐため、新規申請又は区分変更申
　請中の方については、認定結果判定後に、住宅改造費の助成決定通知を送付いたします。

④必ず着工前に申請を行い、決定が下りてから契約・着工すること
　着工前に必ず市に申請をし、市職員が自宅訪問後に送付する実施決定通知書を受理して
　から、改造工事の契約及び着工をしてください。工事が始まってからの申請は受け付け
　られません。

⑤現在居住している既存の住宅の改造であること
　住宅の建替えや、新築の住宅を購入される場合は助成対象にはなりません。また、対象
　となる住宅は、対象者が現在居住している既存住宅のみです。

⑥現在、自宅で生活していること
　原則、対象者が病院や施設等に入院・入所中は利用できません。
　ただし、退院・退所日に合わせて工事を行う場合は、申請時に「退院・退所ができな
　かった場合には助成対象外となることを承諾する」旨の同意書を添付することを条件
　として申請を受理します。

⑦受付の締め切りがあります
　この助成は当該年度の予算額の範囲内で助成を行うため、
　予算がなくなるか、又は１１月末頃に申請の受付を終了します。

⑧工事内容の変更について
　工事は必ず申請と同内容の工事を行ってください。申請書類提出後に工事内容・金額等
　にやむを得ず変更が生じた場合は、速やかに市担当者にご連絡ください。助成金は、全
　ての助成対象工事が申請内容通りに行われた場合に、決定通知書通りに支払われるもの
　です。変更の連絡なく完工した場合、助成の対象にならない場合があります。

⑨２月末までに完了届及び助成金の請求を終えること
　申請・決定した工事について、助成金請求に係る書類一式を必ず当該年度の２月末まで
　に市にご提出ください。期限を過ぎると助成が出来なくなる恐れがありますので、必ず
　余裕をもってお手続きください。



◆助成金額について
　住宅改造の助成額は、助成対象経費（上限100万円）から、
介護保険住宅改修制度の限度額20万円を控除し（住宅改修対
象工事費が20万円を下回る場合も20万円を控除します）、残
りの助成対象経費に対して「助成率」を乗じた額が助成金額
となります。なお、「住宅改修費支給限度基準額」は世帯構
成によって変更となる場合があります。詳しくは、次ページ
の「〇介護保険住宅改修費支給限度基準額の控除についての
考え方」をご覧ください。

①住宅改造（特別型）の助成額の算出方法
　 
 

②住宅改修費の給付額の算出方法

　①と②の金額の合計が総支給額となります。　

助成対象経費
（上限100万円）

― 住宅改修支給限度額
（基準額20万円） × 助成率

（※2）
＝ 助成金額

20万円ー　住宅改修支給限度額（20万円）　×　負担割合　　＝　給付額

※2　助成率…世帯の生計中心者の課税状況によって以下のように決まります。

生計中心者の課税状況 助成率

生計中心者が生活保護受給世帯 3/3

市民税非課税世帯 9/10

所得税非課税で市民税均等割のみ課税世帯 9/10

所得税非課税で市民税所得割課税世帯 2/3

所得税課税でその税額が７万円以下の世帯 1/2

所得税課税でその税額が７万円を超える世帯 1/3

（例）　【世帯構成員】 
　　　　夫：要介護認定なし　　生計中心者・市民税課税・所得税額5万円 
　　　　妻：要支援２　　　　（介護保険の負担割合・・・１割）　 
　　　助成対象経費・・・100万円 
　　　助成率・・・・1/2（生計中心者が所得税課税でその税額が7万円以下） 
　　　介護保険住宅改修費支給限度基準額・・・20万円 

【計算方法】
（１） 助成対象経費（100万円）から介護保険対象経費の上限（20万円）を控除す
　　る。（介護保険対象の工事が20万円以下の場合、差額分については後に必要に
　　なった際にご利用いただけます。）
（２）（１）の計算後の金額（80万円）に助成率1/2をかける。
　　　　⇒住宅改造費助成事業からの助成は　40万円・・・①
（３） 介護保険対象経費20万円のうち９割が介護保険から給付される。
　　　 ⇒介護保険からの支給は　18万円・・・②
（４）①と②の合計額58万円が、今回の住宅改造で助成される総支給額になります。 
 



〇介護保険住宅改修費支給限度基準額の控除についての考え方 
 
介護保険分の控除額は、工事内容に関わらず、 
20万円×要介護・要支援認定を取得している人数　　　　となります。 
 
また、介護保険住宅改修費については、要介護・要支援認定をお持ちの方それぞれの身体
状況に応じた介護保険対象工事が助成対象となります。従って、工事内容によっては控除
額のみが発生する場合もありますのでご注意ください。 
 
 
 　（例）
【世帯構成員】 
　夫：要介護１（介護保険の負担割合：１割）生計中心者・市民税課税・所得税額５万円 
　妻：要支援２　（介護保険の負担割合・・・１割）　 
　助成対象経費…100万円 
　助成率…　　　1/2（生計中心者が所得税課税でその税額が7万円以下） 
　　　  介護保険住宅改修費支給限度基準額・・・40万円（20万円×2人分） 

　【例 1】 夫婦共に過去に介護保険住宅改修の利用実績がなく、夫が住宅改造制度を
　使って工事をする場合（工事内容は夫婦それぞれの身体状況に応じたもので、妻は住
　宅改修を利用）

　　①住宅改造費助成金　：30万円　【（100万円－40万円）×1/2】
　　②介護保険からの支給：36万円　【18万円×２人分】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の合計である66万円が総支給額となります。

　
　【例2】　夫婦共に過去に介護保険住宅改修の利用実績がなく、夫が住宅改造制度を
　使って工事をする場合（工事内容は夫のみの身体状況に応じたものとする。）

　　①住宅改造費助成金　：30万円　【（100万円-40万円）×1/2】
　　②介護保険からの支給：18万円　【18万円×１人分（夫の介護保険住宅改修費）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の合計である48万円が総支給額となります。
　　※この場合、妻の介護保険住宅改修費については、今後必要になった場合に20万円を
　　住宅改修費支給限度基準額として利用できます。

　
　【例3】　夫が過去に介護保険住宅改修費を10万円利用しており、妻が住宅改造制度を
　使って工事をする場合（工事内容は夫婦それぞれの身体状況に応じたもので、夫は住
　宅改修を利用）

　　①住宅改造費助成金　：30万円　【（100万円-40万円）×1/2】
　　②介護保険からの支給：27万円
　　　【9万円（夫の介護保険住宅改修費）＋18万円(妻の介護保険住宅改修費)】
　　　の合計である57万円が総支給額となります。
　

 



◆助成対象工事について

　現在居住している既存住宅において、要支援認定又は要介護認定を持つ高齢者等（以
下対象者と表記）が、現に日常生活に支障のある箇所を、個々の身体状況に応じて改造
する工事のみを助成対象としています。将来のことを見越して行う改造工事・単に古く
なったものを新しく取り替える工事は対象外になり、自己負担となります。また、対象
者の実際の日常生活に即した工事個所の改造工事のみを助成対象としており、対象者が
使用しない箇所の工事は、全て対象外となります。
　助成対象工事かどうかは、市職員が自宅を訪問し、現在の対象者の個々の身体状況や
自宅の状況、対象者の利用の可能性、改造工事を行うことによってみられる日常生活の
向上等を総合的に判断して決定します。工事内容によっては、身体状況や工事内容に制
限があるものもあり、全ての対象者が、一律に下記の改造工事が助成対象となるもので
はありません。

＜ユニットバスの設置工事について＞
一般仕様のユニットバスについては個々の身体状況に応じたものではなく、特別型の趣
旨に合致していないものであり、原則認められません。ただし、改造工事後に以下の条
件（兵庫県の基準）をすべて満たす場合に、ユニットバスの設置を助成対象とします。

　なお、特別型の助成対象となるのは、段差解消・扉交換・手すり設置等のバリアフ
リーに係る部分のみとなります。ユニットバスの組み立てにかかる施工費等も、部材の
助成対象経費に応じて、按分した金額を助成対象とさせていただきます。

上記確認のため、ユニットバスへの入替を含む工事を申請される際は、見積書に各部位
ごとの金額を明記していただくか、定価における金額の内訳がわかる書類（介護保険申
請用　振り分け金額書等）をご添付ください。また、ユニットバスの展開図がわかる仕
様書も併せてご提出ください。

【ユニットバス設置時の必須項目】
①浴室出入口がグレーチング等により段差解消されていること。パッキン含まず段差３
　ｍｍ以内（３ｍｍ以上になる場合は出入口に手すり設置）
②浴室出入口の開口幅（有効開口幅）が65cm以上確保されていること。
　※有効開口幅とは、建具を解放したときに実際に通過できる幅員を示します。
③浴槽出入りのための手すりが設置されている。
④浴槽縁の高さに制限はないが、現状４５cmより高く改造後に３５～４５cmを標準の高
　さとする。

【工事内容】
浴槽の交換 スロープの設置
踏み台設置 段差解消
和室をフリーリングへ変更 滑りにくい床材へ変更
間口の拡張 敷居の撤去
扉(引き戸、折れ戸へ）の交換 和式から洋式便器へ変更
手すりの設置 など



 
◆手続きの流れ（必要書類については次ページ参照） 

①　相　談

②　受　付

③現地確認調査
  (申請書提出）

④ 助 成 決 定

⑤ 工 事 着 工

⑥　完 了 届

⑦ 助成金交付

・住宅改造工事が必要な旨をケアマネジャーに相談して
 ください。
・ケアマネジャーと契約していない場合は、居宅介護支
 援事業所又は地域包括支援センターにご相談ください。

・住宅改造工事内容が決まりましたら、市に必要書類の
 提出をしてください。当該年度の11月末、または予算
 がなくなり次第受付を中止します。　　　　　　
 ※必ず工事に係る契約締結及び工事着工前に市にお申
 し込ください。

・市から住まいの改良相談員（市職員）、担当ケアマネ
 ジャー、施工業者がご自宅に訪問し、住宅改造につい
 ての確認や助言を行います。
・住宅改造費助成事業の申請書をご記入ください（申請
 書は当日市から持参します)。

・現地確認調査後に審査を行い、調査日から約２週間後
 に助成決定通知と工事完了後にご提出いただく書類
（請求書等）を送付します。

・助成決定通知書が届きましたら、速やかに着工してく
 ださい。
 ※必ず申請と同内容の工事を行ってください。無断で 
 工事内容の 変更を行うと助成が出来ない恐れがありま
 す。やむを得ず、変更が一部でも生じた際は、必ず着
 工前に市にご連絡ください。　

・工事が終了したら、工事完了届に添付する書類と住宅
 改修支給申請書を添えてすみやかに市に提出してくだ
 さい。
 ※必ず、当該年度の２月末までにご提出ください。

・工事の確認完了後、請求から約３週間後に、指定され
 た口座に助成金を振り込みます。なお、住宅改造に係
 る助成金と介護保険住宅改修に係る助成金の支払日が
 異なる場合がございますが、あらかじめご了承くださ
 い。



◆手続きに必要な書類

 住宅改造費助成制度（特別型）の手続きにつきましては、以下の書類が必要となりま
すので、手続きの際には提出漏れのないようご注意下さい。

　　　　　　　　の際の必要書類

・住宅改造（特別型）相談票     (「利用のご案内」裏面に掲載）
・介護保険住宅改修費承認申請書 (市HPに掲載）
・住宅改造（改修）が必要な理由書
・工事費用見積書（改造箇所ごとに内容が確認できるもの）
・工事計画図面（現況図及び施工計画図面）
・工事個所の写真（撮影の日にちを写し込んだもの。改造箇所を明示。）
・住宅所有者の住宅改造に係る承諾書(賃借家の場合)
・前年分の源泉徴収票又は確定申告書の写し（転入者で市で税情報が確認ができない場合）
※入院中に申請を行う場合、承諾書の提出が必要となります。
※ユニットバスの入替工事を含む場合は、ユニットバスの仕様書・振り分け表もご添付くだ
さい。

　　　　　　　　　の際の必要書類

・住宅改造費助成事業実施申請書　（市職員が訪問時にお渡しします。）

　　　　　　　　の際の必要書類

・「実施決定通知書」に同封した必要書類一式。
・介護保険住宅改修費支給申請書（市HPに掲載）
・工事箇所の工事後の写真（撮影の日にちを写しこんだもの。改造箇所を明示。）



フリガナ 性別

要介護度

予定改造内容

氏　　　　　名 生 年 月 日 職  業

受領委任払い

居宅介護支援事業者名
　電話

介護支援専門員氏名

施工事業者名

相談者氏名 対象者との続柄

現地調査不能日

住 宅 改 造 （特 別 型 ）相 談 票

生　年　月　日

〒

　

□持ち家　所有者氏名（　　　　　　　　　　　　）　　□賃貸住宅

□マンション・集合住宅　　　　□公営住宅　　　　　　□その他

要支援１ ・要支援２ ・要介護１ ・要介護２ ・要介護３ ・要介護４ ・要介護５

別添改造工事図面及び見積のとおり

続　柄

１、希 望 す る　　　　２、希 望 し な い

〒

　

〒

　

●特記事項（現地調査不能日や連絡先など記入してください）

　　　　　

対象者氏名
大正
昭和

年　　　　月　　　　日

住  所  等

住宅形態

世帯構成員　
（対象者本人を除
き、改造住宅に居
住する者全員）

提  出  者

住  所  等

住  所  等

男

女

電話

電話

電話


